
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

法務省

1 改正の必要性及び趣旨

一般の政府職員の給与改定等に伴い，裁判官の報酬月額の改定等を行う必要があ
る。

2法律案の内容

（1）平成17年度官民較差に基づく報酬月額の改定

一般の政府職員の給与改定（民間の賃金水準に合わせた給与月額の引下げ）に
伴い，平成17年度中の裁判官の報酬月額を全体的に引き下げる（第1条関係)。
（2）政府職員の給与構造の変更に伴う報酬月額の改定
一般の政府職員の給与改定（民間賃金の低い地域における賃金水準に合わせた
給与月額の引下げと民間賃金の高い地域に勤務する職員に対する調整手当に代わ
る地域手当の導入）に伴い，平成18年度以降の裁判官の報酬月額を全体的に引
き下げる（第2条関係)。
（3）判事特号の廃止

いわゆる判事特号に相当するクラスへの特別職職員の給与格付けの廃止に伴
い,法第15条中の判事の報酬月額に関する特別の定めを削除する(第2条関係)。
3施行期日等

2(1)は，公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは，
その日）から施行。 2(2)及び(3)は，平成18年4月1日から施行（附則第1条関
係)。

4経過措置

（1） 2(3)に伴う経過措置

平成17年度末から引き続き判事であり，判事特号の報酬を受けていた者の平
成18年度以降の報酬月額は，当分の間，従前どおりの額とする（附則第2条第
1項関係)。

②2(2)に伴う経過措置

①2(2)の改定に伴い，平成17年度末から引き続き裁判官である者の報酬月
額が従前の額に達しないときは，昇給により従前の額に達するまでの間（特
別職相当の最高裁判所長官,最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては，
平成22年3月31日まで)，その差額相当額を報酬として支給する等の措置
を講ずる（附則第2条第2項関係)。

②平成18年度以降に新たに裁判官となった者（行政庁又は民間への出向先
から復帰した者，検察官から転官した者等）について，任用の事情等を考慮
して①の裁判官との権衡上必要があると認められるときは，最高裁判所の定
めるところにより，①と同様の措置を講ずる（附則第2条第3項関係)。

5関係法律の整備

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第6条第4項について，国家公務
員倫理法上の「本省課長補佐級以上の職員」に相当する検察官の号俸が俸給改定に
伴って17号から16号に繰り上げられるのに合わせ， これに相当する判事補の号
俸を9号から8号に繰り上げる（附則第3条関係)。
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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

法務省

1 改正の必要性及び趣旨

一般の政府職員の給与改定等に伴い，検察官の俸給月額の改定等を行う必要があ
る。

2法律案の内容
（1）俸給月額の改定

一般の政府職員の給与改定（民間の賃金水準に合わせた給与月額の引下げ）に
伴い，平成17年度中の検察官の俸給月額を全体的に引き下げる（第1条関係)。
（2）政府職員の給与構造の変更に伴う改定
一般の政府職員の給与構造の変更(民間賃金の低い地域における賃金水準に合
わせた給与月額の引下げと民間賃金の高い地域に勤務する職員に対する調整手当
に代わる地域手当の導入）に伴い，平成18年度以降の検察官の俸給水準を全体
的に引き下げる（第2条関係)。
（3）副検事の号俸の増設

号俸の整備等の観点から，現行の副検事1号と2号の間に，検事8号に相当す
る号俸を新たに設ける（第2条関係)。
3施行期日等 、

2(1)は，公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは，
その日）から施行。 2(2)及び(3)は，平成18年4.月1日から施行（附則第1条関
係)。
4経過措置

（1） 2(3)の号俸の増設に伴い，平成18年度以降，平成17年度中の副検事の俸
給の号俸を1号ずつ繰り下げる（附則第2条関係)。
(2)①2(2)の改定に伴い，平成17年度末から引き続き検察官である者の俸給月
額が従前の額に達しないときは，昇給により従前の額に達するまでの間（特
別職相当の検察官のうち検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては，平
成22年3月31日まで)，その差額相当額を俸給として支給する等の措置を
講ずる（附則第3条第1項関係)。
②平成18年度以降に新たに検察官となった者（他の行政庁又は民間への出
向先から復帰した者，裁判官から転官した者等）について，任用の事情等を
考慮して①の検察官との権衡上必要があると認められるときは，法務大臣の
定めるところにより，①と同様の措置を講ずる（附則第3条第2項関係)。

（3） 特別職相当の検察官のうち次長検事又は検事長（東京高等検察庁検事長を除
く｡）の平成22年3月31日までの地域手当について，特別職職員の経過措置
（一律100分の12に固定）の特例を設け，一般職職員の例（100分の1
8を超えない範囲内で人事院規則で定める割合。漸次増額）によるものとする
． (附則第3条第3項関係)。

5関係法律の整備

（1） 2(2)に伴い，①国家公務員倫理法上の「本省課長補佐級以上の職員」 （同法第
2条第2項）に相当する検事の号俸が17号から16号に繰り上がり (同項第4
号ロ)，②「指定職以上の職員」 （同条第3項）に相当する検事の号俸が8号から
5号に繰り上がり （同項第3号ロ)，③これに伴い同号ハの副検事については同
号ロの検事の俸給水準と並ばなくなったので同号ハを削る（附則第4条関係)。
（2） (1)に伴い，①一部施行日前に受けた贈与等に係る国家公務員倫理法第6条第
1項の適用関係，②一部施行日前の贈与等に関し提出された贈与等報告書に係る
国家公務員倫理法第6条第2項の適用関係について,所要の経過措置を定める(附
則第5条関係)。

（3） 2(2)に伴い，判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第6条第4項に
ついて，国家公務員倫理法上の「本省課長補佐級以上の職員」に相当する検事の
号俸が17号から16号に繰り上がる（附則第6条関係)。



裁判官・検察官の報酬. ・俸給改正案

(平成17年4月較差改正）

勺

注1 『判｣‘｢袖』’『簡』,『検j｡『副｣は,それぞれ判事,判事掛簡易裁判所判事,検事,副検事の路称である．
2r判特｣,｢簡特｣は,裁判官報闘法第15条の報扇月額を示し,｢副特」は,検察官紺与法第9条の俸給月額を示す．
3増率は,増額／現行×100による．

と

裁判宮 検察官 現行.(円） 改正額(円） 増額（円） 増率似） 備考

最高裁"長官 2,227,000 2,220,.000 -7bOOO －0．3
■

最高裁判事 検事総長 1,626,0 li62･1,000 -5,000 -0.3

東京高裁長官 1,557,000 1,552,000 -5,000 -0.3

その他の高裁長官 東京高検検事長 li442jOOO 1,438,000 －4，000 －0．3
次長検事

その他検事長 1,328,000 1,324,000 -4,000 -0.3

判特 1,318,000 1,314,000 -4,000 -0.3

判1 検1 1,301,000 1,297,000 =4,000 -0.:3

判2 ･検2 1,146,000 1,142,000 -4,000 －0．3

判3 簡特． 検3 1,069,000 1,065,000 -4,000 -0‘4

判4 筒1 検4 906,000 903,000 -3,000 ＝0.3

判5 .簡 ・2 検5 783,000
■ ●

780bOOO -3jOOO 言0.4

判6 簡． 3 検6 副特 704jOOO 701,000 -3,000 -0.4

判7 筒4 検7 副1 636,000 ･634,000 -2,000 -0.3

判8 検8 573,000 571,000 －2，000 －0．3

簡5 副2 479,000 477,400 -1,600 -0.3

補1 簡6 検9 副3 459,.900 458,300 -1,600 -0.3

補2 簡7 検10 副4 422,700 421,300 -1,400 －0．3

補3 簡8 検11 副5 393,400 392,100 -1,300 -0.3

補4 簡9 検12 副6 368,000 366,800 -1,200 -0.3

楠5 簡10 検13 副7 342,200 341,100 -1,100 －0．3

補6 簡11 検14 副8 324,300 323,200 -ljlOO -0.3

補7 簡12 ･検15． 副9 303,500 302,500 -1,000 -0.3

楠8． 簡13 検16 副10 292,200 291,200 -1,000 -0.3

補9 簡14 検17 副11 265,800 264,900 －900 －0．3

補10 簡15
0

検18 副12 256,300 255,500 -800 －063

補11 簡16 検19 副13 241,･000 240,.300 -700 ･－0．3

補12 簡17 検20 副14 232,000 231,300 -700 －0．3

副15 218;200 217,500 .-700 －063

副16 205,300 204,600 －700 -0.3

司 法 修 習 生 202,900 202,200 〒700 -0.3



裁判官・検察官の報酬・俸給改正案
。

(平成18年4月制度改正）

蝿と卿皇卿:卿.側』は1通1割翻害翻事総簡易裁判所判事，倹事.副検事“称である。
｢判特｣,｢簡特』は‘裁判富報扇法錆15条の報醐月額を示し,｢副特｣.は，検察官給与法第9条の悼給月額を示す。
増率は‘増額／現行×100による.．

１
２
３

注

裁・判官 検察宮 現行（円） 改正額(円） 増額（円） 増率〈%） 傭考

最高裁長官 2,220,000 2,071,000 -149,.000 －6．7

最高裁判事 検事総長 1,621,000 1,副2,000 -109,000 -6.7

東京･高裁長官 1,552,000 1,448,000 -104,000 －6．7

その他の高裁長官 東京高検検事長 1,4385000 1,341,000 -97,000 -6.7
次長検事

その他検事長 1,324,000 1,235,000 -89,000 -6.7

判特 1,.314,000

判1 検1 1,'297,000 1,211,000 -86,000 －6．6

判2 検2 1,142,000 1,066,000 -76,.000 －6．7

判3 簡特 検3 1,065,000 994,000 -71,000 --6.7

判4 簡1 検4 903,000 843,000 -60,000 -6.6

判5 簡2 検5 780,000 728,000 一砿000 -6.7

判6 簡3 ､検6 副特 701,000 654,000 〒47,000 －6．7

判7 簡4 検7 副1 634,000 592,000 -42,000 -6.6

判8 検． 8 副2 571,000 533,000 -38,000 －6．7

簡5 副3 477,400 448,600 -28,800 －6．0

補1 簡6 検9 副4 458,300 ・ 430,600 -27,700 -6.0

補．2 簡7 検1､0 副5 421,300 395,900 -25,400 －6．0

槍3 簡8 検11 副6 392,100 370,500 -21,600 －5．5

補4 簡9 検12 副7 366,800 346,600 -20,200 －5．5

補5 簡10 検13 副8 341,100 323,100 -18,000 〒5.3

補6 簡11 検14 副9 323,200 307,100 -16,100 -5.0

補7 簡12 検15 副10 302,500 288,700 -13,800 ＝4.6

補8 簡13 検16 副11 291,200 278,000 -13,200 -4.5
Q

補 ．9 簡14 検1．7 副12． 264,900 254,200 -10,700 －4．0

補10 簡15 検18 副13 255,500 245,200 -10,300 -4.0

補1．1 簡16
色■

検19
●

副14 240,300 233,100 -7,200 -3.0

補12 簡17 検20 副15 231,300 225,300 -6,000 -2.6

副16 217,500 213,300 －4，200 -1.9

副17 204,600 204,600 0 0.0

司 法 修習生 202j200 202,200 0 0.0



裁判官･検察官の報酬･俸給月額改定対比表（平成17年4月較差改正）

唾予』日興U種蟻目色

律第】5条の軽顧又
吋応一般輯等の項E
也率時f姻画〃銅乗

…,間＆裁判駒弔，

は,、記両法律別表（
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検18

検19

副12

副13

256･3”

241,噸

255.500

240,300

－800

-700

－0．3

-0.3

6

５
５

1

２
１

25693伽

2440600
235.700

255.5叩

243,”0
235.000

－8”

”
叩
７
７
一
一

勺．

３
３
刑
咽浦12 簡17 検20 副14 232,000 231,300 －7“ －0．3 ５

４
１
２

側
叩
７
２
５
６
調
理

235,m0
225.500

”
叩
イ
イ

３
３
ｃ
ｃ

幻
刈副15

副16
218.2”

20503"

217.5叩

204,6"

-7”

デ7”

弔.3

-0．3

4

３
３

1

４
３

218言20⑪ 217.500 -7”

”
叩
７
６
一
一

刑

氾
幻

３
’
３
３凹I に了 淫 rO 里と

"2,900 20202" -700 -0．3 ３
３

４
３

“
岡
７
６
砺
卵
２
１

205,000
198.000

０
０
０
０
イ
毛

咽
幻
３
３



裁判官･検察官の報酬･俸給月額改定対比表（平成18年4月制度改正）

正ﾉ1麺判官及び検察官の項中oI判｣， ｢補｣,｢筒｣， ｢検』及び｢副
法律第15条の報酬又は検察官の俸給等に関する法律第9条、
2対応一般戟等の項中,級の項中｢指｣は指定職俸給表を′アラ
3増率は. （増額/現行額)×1,1P上皇

O印は.錘判官の報頭等に陵

4最下欄に,参考として,司法修習生の給与を掲げた。

賦 潤1 目 価 祭 富 現行（円） 改正窯（円） 増額（円） 増率（％） 対応一般職郡

級 I 号係

夢

級・号1 価

ー

丁

(円）
改正零（円） 増額（円） 増率（％）

峨働縦郵

端局侭型

F『 灸盲

励到事 極 予 緯 腱

2二型0.咽

10621.“0

2.071‘O“

1.512.咽

-149.000

－109．000

-6.7

毛.7

I'Y 四郡埋大臘

I郷 鰐 大 塵

2,220,"0

1,621.000

2.071｡0"

1.512.咽

-149.”

-1”･皿

-6.7

－6．7喫凧編1毒あ

tの他の局尋

判F7錠百

絃vTj厩fと盲 鰹凧燭寺震轄庁砺箏長
1.弱2.噸

1.438.噸

1,448｡”

1,鋼1.噸

-104.噸

屯7.m

毛.7

毛.7

法閲局長官．官房副長背 10552.岬 1.“8.噸 -104.皿 －6．7

Ｇ
■
■ ○

灰長鱈躯・言 、鯉の漉事長 1.324.噸

1.314.皿

1.235.噸

(削除） ．

-89.咽 －6．7 天 峰 亜 揺 唇 1.3浬.咽 1,235.000 -89.0” -6.7

4

1

■

1

2
検 1

検2
1,297.㈹0

1.142.0”

1.211.0”

1.妬6.0“

-86.”0

-76.0”

毛.6

－6．7

指

指

8

6

－ユ1

－9

1.297.“0

1.142.000

1.211.000

1.066.0”

-86.000

-76.0”

－6．6

-6.7
1

．

1
■

3

4

1 0

1

検3

検4
1.“500”

”3.0“

”4.0”

“3.咽

-71.000

-“･函

毛.7

-6．6

指

指

5

3

－8

－6

1.065.000

903.岬

994.0”

843β00

-71.000

－60．000

－6．7

－6．6
１

１

■

ｑ
４
■

5

6

2

3

検5

検6 I ○

780.m

701.000

728皿

“4.Ⅸ、

-52.噸

-47.噸

毛.7

-6.7

指

指

1

序1

－4

－3

780.恥

701.Ⅸ、

7麹｡000

6詔.皿

-52.000

翌7.咽

毛｡7

毛.7
、
ｑ
■

ｑ
４
ｑ

7

8

4 検7

検8

1．

2

園4.“0

571.噸

592.”0

533.000

-42.畑

-38.皿

-6.6

－6．7

指

指

号2

r3

1

1

.

－2

－1

634.皿

571.皿

592.皿

533.皿

-42.咽

-38.0“

毛.6

毛.7簡5 副3 4779400 4488"0 -28,8“ -6.0 ９
９

■
口
１
２

｝
巳
Ｐ
ｂ

■
。
ｑ
■

６
５

－
－

１
１

皿
皿
５
１
銅
鰯

4弱"7“
“2.700

-29.300

-28,400

－6．0

－6．0繊 1 簡6 検9 副4 4580300 4300600 -27,700 －6．0 ９
９

・
口 ２
３

』
ｂ
Ｐ
ｂ

５
４

一
一
１
１
１
１

471,100
457.200

０
０
加
釦
廻
鈎
４
４

-28.400

-27.600
－6

-6

０
’
０浦 2 簡7 検10 副．5 421,300 395,900 -25,401 -6.0 ９

９

■
。
４
５

■
ｂ
の
ら

２
１

一
一
１
１
１
１

428,700
414,600

-25.900

-25.000
毛

-6

０
’
０3 函8 検11 副6 39201” 370,5" -21,6” -5.5 ８

８

■
。
１
２

二
巳
凸
ｂ

４
３
’
－
０
０
１
１

4030000
3”･瓢

-22.200

-21｡500

-5
ー

ー｡

５
’
５剛1 4 簡9 検12 副 7 3660800 3460600 -20,2" -5.5 ８

８
３
４
下
下

２
１

一
一
０
０
１
１

378,7㈹

3錦ﾛ7”

”
”
８
５
師
銅
３
３

-”･卯0

-20.2”

-5.5

－5．5覇 5 簡10 検13 副8 341,100 323,100 -18,"0 -5.3 ７
７

。
■
〒1

F2
２
１

一
一
９
９

3410200
329.200

3230200
311.800

-1860“

-17.4”

一

一ロ

-5

３
’
３補6 簡11 検14 副9 32392” 307,100 -16,1“ －5．0 ７

６

。
『
２
１

己
９
・
ｂ

１
３

一
一
９
８

329,200
315.800

311,800
301.300

-17.4“

-14.5“

－5

－4

３
－
６網i 7 簡12 検ユ5 副ユ0 30205" 2鯛,7” -130800 -4.6 ６

↑
６

己
。
２
３

－
、
一
■

２
１

一
一
８
８

305.800
295.800

291,800
麺2薑3皿

-14.“0

-13二9m

－4．6

-4 63#i 8 簡13 検16 副11 291," 2780皿 -130200 －4．5 ６
５

３
１
下
下

１
２

一
一
８
７

29508”
麺3皇如

”
、
３
３
２
Ｌ
調
”

-13.5”

-12.”
~4

－4

６
－
４邪 9 簡14 検17 副12 2640900 254,2" -1097" －4．0 ５

４

や
■
２
１

－
、
画
、

１
２

一
一
７
６

”
”
７
３
４
４
７
６
２
２

姻
畑

２
２
２
３
６
５

-12.1”

-10.600

－4

望

４
’
０燗10

鞘11

田15

簡16

検18

検19

副13

副14

255.500

240,300

245.200

2330100

-10.300

-7,2”

－4．0

-3.0

4

３
３

寺2

9

下1

6－1

２
１

一
一
５
５

弱5二goo

243,900
235.000

245.200

236,600

2羽｡000

-10.300

-7.300

-7．000

-4 0

-3,0

－3．012 簡17 検20 剛15 23103" 225,300 -60000 －2．6 ３
３
下1

1

１
２

’
一
５
４

235,000
225.知

228,"0
221.1叩

-7.皿

-4.4“

－3．0

-2.0別16

副17

217.珈

”40600

213.3“

麺,600

封.2”

0

－1．9

0．0

3

２
２

下2

13

9

4－1．

４
３

一
一
３
３

217｡”

岬
噸
５
８
加
旧

213.3”

205,"0
198.000

封.2”

0

0

－1．9

0 0

0 0ロ」 『毒 哩 置 王 202,200 202,200 0 O:0 ２
２

13

9
４
３

一
一
３
３

唖
咽
５
８
０
９
２
１

205,000
198,000

0

0

0

0

０
’
０



第
一
条
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

別
表
（
第
二
条
関
係
）

改
め
る

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
百
三
十

最
高
裁
判
所
判
事

東
京
高
等
裁
判
所
長
官

■
そ
の
他
の
高
等
裁
判
所
長
官

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律

。

一

万
八
千
円
」
を
「
百
三
十
一
万
四
千
円
」
に
、

の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

一
一
一

一
一

十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）

号 号

弓

百

六
万
九
千
円
」
を

の
－

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
、 一

、
五
五
二
、
○
○
○
円

一
、
四
三
八
、
○
○
○
円

一
、
二
九
七
、
○
○
○
円

一

四 弓

百
一

一

、 六
万
五
千
円
」

○
○
○
円

に



六

号

五
号
四
号

一

一

一

号

。
一
一

号

一

号

八

号

七
号

六

号

五
号
泗
号

三

口

万

三
二
三
、
二
○
○
円

三
四
一
、
一
○
○
円

三
六
六
、
八
○
○
円

三
九
二
、
一
○
○
円

四
一
二
、
三
○
○
円

四
五
八
、
三
○
○
円

五
七
一
、
○
○
○
円

六
三
四
、
○
○
○
円

七
○
一
、
○
○
○
円

七
八
○
、
○
○
○
円

九
○
三
、
○
○
○
円

一
、
○
六
五
、
○
○
○
円



訓

〆
）
（

七
号
六
号
五
号

四

号 号

一
一

号

－

号

十
二
号

十

一

号

十
号
九
号
八
号

四
二
一
、
三
○
○
円

四
五
八
、
三
○
○
円

四
七
七
、
四
○
○
円

六
三
四
、
○
○
○
円

七
○
一
、
○
○
○
円

七
八
○
、
○
○
○
円

九
○
三
、
○
○
○
円

二
三
一
、
三
○
○
円

二
四
○
、
三
○
○
円

二
五
五
、
五
○
○
円

二
六
四
、
九
○
○
円

二
九
一
、
二
○
○
円



第
二
条
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

万
五
千
円
」
を
「
九
十
九
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
判
事
及
び
」
を
削
り
、
「
判
事
に
あ
っ
て
は
百
三
十
一
万
四
千
円
、
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
百
六

藤
目ノ

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十

一

号

十
号
九
号

二
三
一
、
三
○
○
円

二
四
○
、
三
○
○
円

二
五
五
、
五
○
○
円

二
六
四
、
九
○
○
円

二
九
一
、
二
○
○
円

三
○
二
、
五
○
○
円

三
二
三
、
二
○
○
円

三
四
一
、
一
○
○
円

三
六
六
、
八
○
○
円



別
表
（
第
二
条
関
係
）

判

－

ハ
）
（
）
（
〕

そ
の
他
の
高
等
裁
判
所
長
官

東
京
高
等
裁
判
所
長
官

最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
長
官

区

分

六
五
四
、
○
○
○
円

七
二
八
、
○
○
○
円

八
四
三
、
○
○
○
円

九
九
四
、
○
○
○
円

一
、
○
六
六
、
○
○
○
円

一
、
一
二
一
、
○
○
○
円

｜
、
三
四
一
、
○
○
○
円

一
、
四
四
八
、
○
○
○
円

一
、
五
一
二
、
○
○
○
円

二
、
○
七
一
、
○
○
○
円

報
酬
月

額



へ

－

十

一
一

十

一

号

十
号
九
号
八
号
七
号
六
号
五
号
四
号 号

一
一

号

一

号

八

号

二
三
三
、
一
○
○
円

二
四
五
、
二
○
○
円

二
五
四
、
二
○
○
円

二
七
八
、
○
○
○
円

二
八
八
、
七
○
○
円

三
○
七
、
一
○
○
円

三
二
三
、
一
○
○
円

三
四
六
、
六
○
○
円

三
七
○
、
五
○
○
円

三
九
五
、
九
○
○
円

四
三
○
、
六
○
○
円

五
三
三
、
○
○
○
円



十
二
号

十

一

号

十
号
九
号
八
号
七
号
六
号
五
号
四
号 号

一
一

号

一

号

二
八
八
、
七
○
○
円

三
○
七
、
一
○
○
円

三
二
三
、
一
○
○
円

三
四
六
、
六
○
○
円

三
七
○
、
五
○
○
円

三
九
五
、
九
○
○
円

四
三
○
、
六
○
○
円

四
四
八
、
六
○
○
円

五
九
二
、
○
○
○
円

六
五
四
、
○
○
○
円

七
二
八
、
○
○
○
円

八
四
三
、
○
○
○
円



第
二
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
判
事

２
－
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
裁
判
官
で
あ
る
者
で
、
そ
の
受
け
る
報
酬
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら

り
報
酬
を
受
け
て
い
た
も
の
の
一
部
施
行
日
以
後
に
お
け
る
報
酬
月
額
は
、
当
分
の
間
、
百
三
十
一
万
四
千
円
と
す
る
。

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
一
条
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

で
あ
る
者
で
、
同
日
に
お
い
て
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
規
定
に
よ

（
経
過
措
置
）

（
施
行
期
日
）

附

則

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号

二
二
五
、
三
○
○
円

二
三
三
、
一
○
○
円

二
四
五
、
二
○
○
円

二
五
四
勺
二
○
○
円



第
三
条
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
一
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

３
－
部
施
行
日
以
降
に
新
た
に
裁
判
官
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
を

に
改
正
す
る
。

支
給
さ
れ
る
裁
判
官
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
裁
判
官
に
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
報
酬
を
支
給
す
る
。

で
の
間
）
、
報
酬
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
報
酬
と
し
て
支
給
す
る
。

月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
受
け
る
報
酬
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
月
額
に
達
す
る
ま

で
の
間
（
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
士
一
年
二
一
月
一
二
十
一
日
ま

（
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条
第
四
項
中
「
九
号
の
」
を
「
八
号
の
」
に
改
め
る
。



を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
等
に
伴
い
、
裁
判
官
の
報
酬
月
額
の
改
定
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
〈
こ
の
法
律
案

理
由

ノ

ノ

、



○
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）

I

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

Ｉ
ユ
坐

（
第
一
条
関
係
）

Ｉ
頂

ユ
条
判
事
及
び
簡
易
裁
判

刀
の
間
、
第
二
条
の
規
定
一
ゞ

1三に

一
一

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

α
、
℃
⑦
に
脈ｌ
は
百
三
十
一

二
と
韻
で
き

-1-

改
正
案

現

行

そ
の
他
の
高
等
裁
判
所
長
官

東
京
高
等
裁
判
所
長
官

最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
長
官

区

分

｜
、
一
四
六
、
○
○
○
円

｜
、
四
四
二
、
○
○
○
円

｜
、
五
五
七
、
○
○
○
円

｜
、
｛
ハ

二
六
、
○
○
○
円 1

報
酬
月
額



－

八

』
（
》
庁

）
（

－

－

八

一

－2－

七
号
六
号
五
号
四
号 号

一

一

号

一

号

八

号

七
号
六
号
五
号
四
号

三
○
二
、
五
○
○
円 1

三
四
一
、
一
○
○
円

三

九

、

一
○
○
円 1

七
○
一
、
○
○
○
円

九
○
三
、
○
○
○
円

七
号

一
ハ
ロ
万

五
号
四
号

三

号

一

一

号

一

号

八
号
七
号
六
号
五
号
四
号

一
一
６
－

○
一
一
一
、

五

○
○
円 1

三
九
三
、
四
○
○
円

四
二
二
、
七
○
○
円 』

一
ハ

三
六
、
○
○
○
円

七
○

四
、
○
○
○
円

七

八

三
、
○
○
○
円

九
○
六
、
○
○
○
円



一
一

一
一

一

一
一

一
一

■■■■■

－3－

九
号

八

号

七

号

一
ハ
ロ
万

五
号
四
号

三

号

一

一

号

一

号

十
二
号

十
一
号

十

号

九
号

1 ！ 』 ！ , 』

九
号

八

号

七
号
六
号
五
号
四
号 号

一

一

号

一

号

十
二
号

十
一
号

十
号
九
号

1
"

四
七
九
、
○
○
○
円 』

七

八
一
一
一
、

○
○
○
円

九
○
六
、
○
○
○
円 』



－4－



○
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）

、

１
ユ
基

〕
（
）
、 （

第
二
条
関
係
）

Ｉ
ユ
冬

’

－

口
－

－5－

改
正
案

現

行

そ
の
他
の
高
等
裁
判
所
長
官

東
京
高
等
裁
判
所
長
官

最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
長
官

区

分

｜
、
一

四
一

一
、

○
○
○
円

－

、

一

一
九
七
、
○
○
○

円

一

、

四
三
八
、
○
○
○
円 1 』 〕

報
酬
月
額



一
一

一
』

q■■■■

一
一

一
一

ー

－6－
~

八
号

七

号

六
号
五
号
四
号 号

二

号

一

号

八
号

七

号

六
号
五
号

四

号

1 ： ！
四
一
一
一

○
、

六

○
○
円

八

四

三
、

○
○
○
円

八
号
七
号

｛
ハ
ロ
万

五
号
四
号

三

号

一

一

号

一

号

八
号
七
号
六
号
五
号
四
号

1 斗
三

九

、

一
○
○
円

四

二
一
、
三
○
○
円 1

六
三
四
、
○
○
○
円 ！

九
○
一
一
一

、

○
○
○
円



－

十

）
（

－

－

十

－

－7－

九
号

八

号

七
号
六
号
五
号
四
号 号

二

号

一

号

十
二
号

十
一
号

十
号

三
四
六
、
六
○
○
円

一
一
一

七
○
、
五

○
○
円

三

九
五
、
九
○
○
円

四
三
○
、
六
○
○
円

四
四
八
、
六
○
○
円

七
二
八
、
○
○
○
円

八
四
三
、
○
○
○
円

一

一

二

帝
、

三
○
○
円 1

－

一

四
五
、
二
○
○
円

九

号

八
号
七
号
六
号
五
号
四
号

三

号

一

一

号

一

号

十
二
号

十
一
号

十
号

1
四
二
一

三

○
○

円

四
五

八
、

三

○
○

円

四

七
七
、

四
○
○
円

一
ハ

三

四
、
○
○
○
円

七

八

○
、

○
○
○
円

九
○
三
、
○
○
○
円

一
一
一
一
一
一

、

三

○
○

円

一

一

四
○
、
三
○
○
円

一

一
五
五
、
五

○
○
円



－8－



○
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
亘
千
一
号
）

～

（
附
則
第
三
条
関
係
）

－9－

（
弁
護
士
職
務
従
事
職
員
の
服
務
等
）

第
六
条
１
～
３
（
略
）

４
弁
護
士
職
務
従
事
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
倫
理
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第

亘
一
十
九
号
。
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
弁
護
士
職
務

従
事
職
員
（
第
二
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
事
務
官
又
は
法

務
省
に
属
す
る
官
職
に
任
命
さ
れ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
二
年
法
律
第
七
十
五
号
）
別
表
判
事
補
の
項
川
引
例
報
酬

月
額
以
上
の
報
酬
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
七
十
六
号
）
別
表
検
事
の
項
十
七
号
の
俸
給
月
額
以
上
の
俸
給
を
受
け
て
い
た

者
に
限
る
。
）
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
省
課
長

補
佐
級
以
上
の
職
員
と
み
な
す
。

５
（
略
）

改
正
案

（
弁
謹
士
職
務
従
事
職
員
の
服
務
等
）

第
六
条
１
～
３
（
略
）

■

４
弁
護
士
職
務
従
事
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

亘
一
十
九
号
。
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
・
・
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
弁
護
士
職
務

従
事
職
員
（
第
二
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
事
務
官
又
は
法

務
省
に
属
す
る
官
職
に
任
命
さ
れ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
二
年
法
律
第
七
十
五
号
）
別
表
判
事
補
の
項
九
号
の
報
酬

月
額
以
上
の
報
酬
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
二
年
法
律

第
七
十
六
号
）
別
表
検
事
の
項
十
七
号
の
俸
給
月
額
以
上
の
俸
給
を
受
け
て
い
た

者
に
限
る
や
）
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
省
課
長

補
佐
級
以
上
の
職
員
と
み
な
す
。

５
（
略
）

現

行



第
一
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

第
九
条
中
「
七
十
万
四
千
円
」
を
「
七
十
万
千
円
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

－

Ｃ
六
五
、
○
○
○
ｍ

そ
の
の他
検
事
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

次
長
検
事

検
事
総
長

区

分

一
、
一
四
二
、
○
○
○
円

一
、
二
九
七
、
○
○
○
円

一
、
三
二
四
、
○
○
○
円

一
、
四
三
八
、
○
○
○
円

一
、
三
二
四
、
○
○
○
円

一
、
六
二
一
、
○
○
○
円

俸
給
月

額



検

事
－

十

一
ハ

ハ
）
（
）
、

十
五
号

十
四
号

十

一
一
一

号

十
二
号

十

一

号

十

号

九
号
八
号
七
号
六
号
五
号

四

号

三
○
二
、
五
○
○
円

三
二
三
、
二
○
○
円

三
四
一
、
一
○
○
円

三
六
六
、
八
○
○
円

三
九
二
、
一
○
○
円

四
二
「
三
○
○
円

四
五
八
、
三
○
○
円

五
七
一
、
○
○
○
円

六
三
四
、
○
○
○
円

七
○
一
、
○
○
○
円

七
八
○
、
○
○
○
円

九
○
三
、
○
○
○
円



八

号

七
号

六

号

五

号

四
号 号

一
一

号

一

号

一
一

十
号

十
九
号

十
八
号

十
七
号

三
二
三
、
二
○
○
円

三
四
一
、
一
○
○
円

三
六
六
、
八
○
○
円

三
九
二
、
一
○
○
円

四
一
二
、
三
○
○
円

四
五
八
、
三
○
○
円

四
七
七
、
四
○
○
円

六
三
四
、
○
○
○
円

二
三
一
、
三
○
○
円

二
四
○
、
三
○
○
円

二
五
五
、
五
○
○
円

二
六
四
、
九
○
○
円



第
二
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

第
九
条
中
「
七
十
万
千
円
」
を
「
六
十
五
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
調
整
手
当
」
を
「
地
域
手
当
」
に
改
め
る
。

１
６
４

第
一
条
第
一
項
中
「
又
は
一
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は
二
号
」
を
加
え
る
。

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十

一
一

号

十

一

号

十
号

二
○
四
、
六
○
○
円

二
一
七
、
五
○
○
円

二
三
一
、
三
○
○
円

二
四
○
、
三
○
○
円

二
五
五
、
五
○
○
円

二
六
四
、
九
○
○
円

二
九
一
、
二
○
○
円



そ
の

他
の
検
事
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

次

長
検

事

検
事

総

長

区

分

五
九
二
、
○
○
○
円

六
五
四
、
○
○
○
円

七
二
八
、
○
○
○
円

八
四
三
、
○
○
○
円

九
九
四
、
○
○
○
円

一
、
○
六
六
、
○
○
○
円

一
、
一
三
一
、
○
○
○
円

一
、
二
三
五
、
○
○
○
円

一
、
三
四
一
、
○
○
○
円

一
、
二
三
五
、
○
○
○
円

一
、
五
一
二
、
○
○
○
円

俸
給
月

額



伊
）
（
）
（
）
、

一
一

十
号

十
九
号

十
八
号

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十

一

号

十
号
九
号

二
二
五
、
三
○
○
円

一
一
一
一
一
一

一

一

、

一
○
○
円

二
四
五
、
二
○
○
円

二
五
四
、
二
○
○
円

二
七
八
、
○
○
○
円

二
八
八
、
七
○
○
円

三
○
七
、
一
○
○
円

三
二
三
、
一
○
○
円

三
四
六
、
六
○
○
円

三
七
○
、
五
○
○
円

三
九
五
、
九
○
○
円

●

四
三
○
、
六
○
○
円



副

検

事

一
一
一
一
一
一
一
一
、

一

）
（
）
、

十
三
号

十
二
号

十

一

号

十
号
九
号

八

号

七
号
六
号
五
号

四

号 号

一
一

号

二
四
五
、
二
○
○
円

二
五
四
、
二
○
○
円

二
七
八
、
○
○
○
円

二
八
八
、
七
○
○
円

三
○
七
、
一
○
○
円

三
二
三
、
一
○
○
円

三
四
六
、
六
○
○
円

三
七
○
、
五
○
○
円

三
九
五
、
九
○
○
円

四
三
○
、
六
○
○
円

四
四
八
、
六
○
○
円

五
三
三
、
○
○
○
円



第
二
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
副
検

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら

掲
げ
る
旧
俸
給
月
額
に
係
る
改
正
前
の
別
表
副
検
事
の
項
の
号
に
対
応
す
る
次
の
表
の
新
号
欄
に
掲
げ
る
第
二
条
の
規
定
に

事
で
あ
る
者
で
、
同
日
に
お
い
て
第
一
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
改
正
前
の
別
表
」
と
い
う
。
）
副
検
事
の
項
一
一
号
か
ら
十
六
号
ま
で
の
俸
給
月
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
一
条
及
び
次
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
旧
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
の
俸
給
を
受
け
て
い
た
も
の
の
一
部
施
行
日
に
お
け
る
俸
給
月
額
は
、
次
の
表
の
旧
号
欄
に

（
副
検
事
の
俸
給
の
号
の
切
替
え
）

（
施
行
期
日
）

’
十
七
号

十
六
号

十

五

号

二
○
四
、
六
○
○
円

二
三
、
三
○
○
円

二
二
五
、
三
○
○
円



よ
る
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
副
検
事
の
項
の
号
の
俸
給
月
額
と
す
る
。

－

十

一

号

十
号
九
号
八
号
七
号

六

号

五

号

四

号

一

一

一

号

一
一

号

旧

号

十

一
一

号

十

一

号

十
号
九
号

八

号

七
号

六

号

五
号
四
号

一

一

一

号

新
号



３
次
長
検
事
又
は
検
事
長
（
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
を
除
く
。
）
で
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
支
給
さ
れ
る
も
の

第
一
二
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者
で
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た

２
－
部
施
行
日
以
降
に
新
た
に
検
察
官
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を

支
給
さ
れ
る
検
察
官
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
検
察
官
に
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
俸
給
を
支
給
す
る
。

給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

俸
給
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
達
す

る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
一
一
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
）
、
俸

（
経
過
措
置
）

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号



第
五
条
一
部
施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
で

』

第
四
条
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

係
る
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

も
の
が
受
け
た
利
益
又
は
支
払
を
受
け
た
報
酬
（
一
部
施
行
日
前
に
受
け
た
利
益
又
は
支
払
を
受
け
た
報
酬
に
限
る
。
）

あ
っ
た
者
で
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
し
な
い

改
め
、
同
号
ハ
を
削
る
。

号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。

ず
、
平
成
二
十
二
年
二
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五

給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

に
は
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
特
別
職
の
職
員
の

（
国
家
公
務
員
倫
理
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
国
家
公
務
員
倫
理
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
十
七
号
」
を
「
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
一
項
第
三
号
ロ
中
「
八
号
」
を
「
五
号
」
にに



第
六
条
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
一
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

２
－
部
施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
二
一
項
第
一
一
喜
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
っ
た

に
改
正
す
る
。

法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

提
出
し
た
贈
与
等
報
告
書
（
一
部
施
行
日
前
に
受
け
た
利
益
又
は
支
払
を
受
け
た
報
酬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
同

者
で
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
一
二
項
第
一
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
し
な
い
も
の
が

（
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条
第
四
項
中
「
十
七
号
」
を
「
十
六
号
」
に
改
め
る
。



を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
等
に
伴
い
、
検
察
官
の
俸
給
月
額
の
改
定
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案

理
由

ﾉゾ

マ

一



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
一
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

０
個

弟
九
条
副
検
事
の
俸
給
月
額

規
定
に
か
い
ｂ
ら
ず
、
ヒ
ト

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

Ｃ
六
五
、
○
○
○
ｍ

Ｉ
偶

禾
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
も
の
に
限

生
に
か
か
わ
ら
ず
、
目
Ｈ
呵
叫
刊
引
と
す
る
こ
し

－

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

－

－ 1－

改
正
案

現

行

そ
の
他
の
検
事
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

次
長
検
事

検
事
総
長

区

分

1 1 』 1 1
俸
給
月
額



検

事

一
一
一

一
』
■

検

事

一
一
一

一
一
一

－2－

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十
一
号

十
号
九
号
八
号
七
号
六
号
五
号
四
号

一

一

九

一
、
二
○
○
円

三
○
二
、
五
○
○
円

一
一
一
一
一
一
一
一
、

一

一
○
○

円

三

四
一

、

一
○
○
円

三
六
六
、
八
○
○
円 』

四
二
一
、
三
○
○
円

四
五

八
、

一
一
一

○
○
円

一
ハ

三

四
、
○
○
○
円

、

七
八
○
、
○
○
○
円

九
○
一
一
一
、

○
○
○
円

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十
一
号

十
号
九
号
八
号
七
号
六
号
五
号

四

号

二
九
二
、
二
○
○
円

三
一

一

四
、
三
○
○
円

三
四
二
、
二
○
○
円

三
｛
ハ

八
、
○
○
○
円

三
九
三
、
四
○
○
円

四
二
二
、
七
○
○
円

四
五
九
、
九
○
○
円 1

六
三
六
、
○
○
○
円

七
○

四
、
○
○
○
円

七

八
三
、
○
○
○
円

九
○
六
、
○
○
○
円



〃

）
庁

ｒ
）
（

－3－

九
号
八
号
七
号
六
号
五
号
四
号 号

一

一

号

一

号

二
十
号

十
九
号

十
八
号

： 1 斗 』 』 ！ ：

九
号
八
号
七
号
六
号
五
号
四
号 号

二

号

一

号

二
十
号

十
九
号

十
八
号

三

四
、

一
一
一

○
○
円 1 1

四
七
九
へ
○
○
○
円 ｝ 1



ー4－



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
士
一
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

東
四
条
検
察
庁
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
士

検
察
官
に
は
、
引
き
続
き
扶
養
手
当
、
地
城

末
特
別
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
を
支
洽
す
畠

｜
条
検
察
官
の
給
与
に
関
し
て
は
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

一
号
）
及
び
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
絵

事
長
に
つ
い
て
は
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
例

に
よ
り
、
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
第
九
条
に
定
め
る
俸

絡
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
若
し
く
は
二
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
に
つ
い
て
は

、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
一
一
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）

に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
そ
の
他
の
検
察
官

に
つ
い
て
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
超
過

勤
務
手
当
、
体
日
給
、
夜
勤
手
当
及
び
宿
日
亘
手
当
ま
、
こ
礼
を
支
洽
し
段
へ
。

Ｉ
Ｆ

禾
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特

仁
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十
五
万
刑

Ｉ
陽

弟
九
条
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
も
の
に
限

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
七
十
万
千
円
と
す
る
こ
と
脳

弟
匹
条
検
察
庁
法
第
二
十
四
条
の
規
定

検
察
官
に
は
、
引
き
続
き
扶
養
手
当
、

末
特
別
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
を
支
捨

深
一
条
検
察
官
の
給
与
に
関
し
て
は
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

一
号
）
及
び
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
絵

事
長
に
つ
い
て
は
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
一
一
十
四
年
法

律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
例

に
よ
り
、
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
第
九
条
に
定
め
る
俸

給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
、
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
よ
る
指
定
職

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
そ
の
他
の
検
察
官
に
つ
い
て
は
、

一
般
官
吏
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
体

日
給
、
夜
勤
手
当
及
び
盾
日
宣
手
当
ま
、
こ
‐
１
学
一
吏
合
ジ
韻
、
。

－5－

改
正
案

現

行
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－6－

そ
の
他
の
検
事
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

次
長
検
事

検
事
総
長

区
分

五
三
三
、
○
○
○
円

五
九
二
、
○
○
○
円

六
五
四
、
○
○
○
円

七
一

一

八
、

○
○
○
円

八
四
三
、
○
○
○
円

九
九
四
、
○
○
○
円

｜
、
一
一

一
一
、
○
○
○
円

一
、
二
三
五
、
○
○
○
円 』 1

俸
給
月
額

そ
の
他
の
検
事
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

次
長
検
事

検
事
総
長

区
分

五
七
一
、
○
○
○
円 1

七

○
三
○
○
○
円

七

八

○
、
○
○
○
円

九
○
三
、
○
○
○
円

一
、
○
六
五
、

○
○
○
円

－

、

一
四
二
、
○
○
○
円

一
、
二
九
七
、
○
○
○
円

一

、

一
一
一
一

一
四
、
○
○
○
円

一

、

四
三
八
、
○
○
○
円

一
、
三
二
四
、
○
○
○
円

一
、
六
一
二
、
○
○
○
円

俸
給
月
額



－

－7－

一

号

二
十
号

十
九
号

十
八
号

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十
一
号

十
号

，

一

号

二
十
号

十
九
号

十
八
号

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十
一
号

十
．
号

1 ， 斗
三
六
六
、
八
○
○
円



ゴ

副

検

事

一
一
一

一
一
ｐ

副

検

事

一
一

一

一
』
ｐ

－8－

’
十
五
号 ’
十
四
号 ’
十
三
号

十
二
号

十
一
号

十
号
九
号
八
号
七
号
六
号
五
号

四

号 ’
一
一
一

号 ’

1■■■■■

一

二

五
、

一
一
一

○
○
円 1

二
五
四
、
二
○
○
円 1

四
三
○
、

六
○
○
円

四
四

八
、

六
○
○
円

’
十
四
号 ヨ

十
二
号

十
一
号

十
号
九
号

八

号

七
号
六
号
五
号
四
号

一
二
ロ
万

二

号 ’

1 ：
二
九
一
、
二
○
○
円 1 1

三

四
一

、

一
○
○
円 1

四
五
八
、
三
○
○
円



』

）

ｰ

、

－9－



○
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

イ
匡
一

｜
（
略
）

醒
察
官
の
峰

叱
願
五
号
病

（
附
則
第
四
条
関
係
）

胤
三

定
義
等
）

乗
（
略

こ
の
法
崖

検
事 二

（
鴎
）

陳
察
官
の
瞳

砥
察
官
俸
給
法
第
九
条
跨

到
訓
潤
罰
列
固
到
副
渕
削

砿
石
偉
維
月
羅
の
俸
給
面

月
頗
の
摩
姶
を
受
す
る
｝
釦

琴 〃 ■
月
日
｜
’

－10－

改
正
案

現

行



－11－



○
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

（
附
則
第
六
条
関
係
）

－ 12－

（
弁
護
士
職
務
従
事
職
員
の
服
務
等
）

第
六
条
１
～
３
（
略
）

４
弁
護
士
職
務
従
事
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

亘
一
十
九
号
。
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
弁
護
士
職
務

従
事
職
員
（
第
二
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
事
務
官
又
は
法

務
省
に
属
す
る
官
職
に
任
命
さ
れ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
別
表
判
事
補
の
項
九
号
の
報
酬

月
額
以
上
の
報
酬
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
一
一
十
三
年
法
律

第
七
十
六
号
）
別
表
検
事
の
項
十
六
号
の
俸
給
月
額
以
上
の
俸
給
を
受
け
て
い
た

者
に
限
る
。
）
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
省
課
長

補
佐
級
以
上
の
職
員
と
み
な
す
。

５
（
略
）

改
正
案

（
弁
護
士
職
務
従
事
職
員
の
服
務
等
）

、

第
六
条
１
～
３
（
略
）

４
弁
護
士
職
務
従
事
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

亘
一
十
九
号
。
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
弁
護
士
職
務

従
事
職
員
（
第
二
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
事
務
官
又
は
法

務
省
に
属
す
る
官
職
に
任
命
さ
れ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
別
表
判
事
補
の
項
九
号
の
報
酬

月
額
以
上
の
報
酬
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
七
十
六
号
）
別
表
検
事
の
項
十
七
号
の
俸
給
月
額
以
上
の
俸
給
を
受
け
て
い
た

者
に
限
る
。
）
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
省
課
長

補
佐
級
以
上
の
職
員
と
み
な
す
。

５
（
略
）

現

行


